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中心市街地整備中心市街地整備

5・15・1
中心市街地は、市の経済活動、文化活動の拠点であると

同時に、市民の生活・交流の拠点として、あるいは市の個
性を代表する「まちの顔」としても重要な場所です。しか
し、既存商店街の衰退、若年定住人口の減少、防災機能や
モータリゼーションへの対応の遅れにより、にぎわいが薄
れている状況です。

Ａ街区は小牧駅の正面に位置し「まちの顔」となる地区
であり、早期整備により、中心市街地活性化に寄与してい
くことが求められています。

Ｄ街区の一部では、Ｄ－2ブロックとして個人施行によ
る市街地再開発事業が進められています。

1
現
況
と
課
題

1
現
況
と
課
題

課　題
以上の点から
「中心市街地整備」の課題は、
次の6点です。

●Ａ街区は、関係者によ

る懇話会の提言を受

け、シビックエンター

テイメントの発想（市

民を歓待し、もてなす）

のもと、官民が協調し

た複合的な魅力の創

出、まちの特徴を生み

出す話題性のある施設

づくりを図ります。

●商店街のにぎわいを取

り戻すため、Ｄ－2ブ

ロック市街地再開発事

業を支援するととも

に、町口3号線沿線に

ついて良好な歩行者空

間の形成や、ラピオと

相互に補完が図られる

商業地整備を目指し、

その実現を図ります。

●中心市街地は、市の歴

史を育んできた地区で

もあることから、地区

計画制度の活用など地

域の合意形成を図りつ

つ、歴史的景観の再生

と魅力あるまちなみ形

成を進めます。

シンボルロードなどの整備

●小牧駅前線はシンボル

ロードとなる道路であ

るため、小牧山までの

間について、都市景観

を重視した街路整備を

進めます。

●Ｃ街区は、街路整備に

合わせ、シンボルロー

ドと調和した景観を目

指し、建築誘導を図り

ます。

Ａ街区
開発事業の推進

3
計
画
の
体
系

3
計
画
の
体
系

1
Ｄ街区の整備促進

2
中心市街地の
景観向上

3
安全で快適な
道路環境の整備

4

4
計
　
画

4
計
　
画

1 2 3 4 5 6

ア イ ウ

中心市街地整備

ア

ラピオ



商店街の活性化、都市機能の
充実、居住環境の改善により、
みんなが集い楽しめる活力のあ
る便利な本市の顔づくりを進め
ます。

2
目
　
標

2
目
　
標
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q市の個性を代表する「まちの顔」としてＡ街区を整備すること

wＤ街区の整備を促進すること

e中心市街地の景観向上を目指し、整備、誘導を図ること

r安全で快適な道路環境を整備すること

t既存商店街の活性化に向け、まちづくりと一体化した商業振興策を推進すること

y市街地住宅の供給を図り、定住人口の増加促進を図ること

中心市街地にふさわしい土地利用や景観を実現するため
には、地区住民や地権者の協力とルールづくりの合意形成
が必要です。

中心市街地には、公共公益施設や大型商業施設など都市
施設が集積していますが、各施設への安全で快適な歩行者
空間の整備が行われていない状況です。また、駐車場不足
や歩道の狭さ、アメニティ(※)環境の未整備など、都市環
境の改善が遅れ、魅力ある商店街形成ができず、地域商業
の活力が著しく低下しています。そのため、中心市街地活
性化基本計画を策定し、整備の推進を図る必要があります。

北外山入鹿新田西之島線
の整備

●北外山入鹿新田西之島

線は、中心市街地を東

西に通じる主要幹線で

あり、慢性的な交通渋

滞を緩和するため、早

期の全面開通を目指

し、関係機関に働きか

けます。

イ ウ
歩行者ネットワークの整備

●点在する公共施設間の

安全で便利なネットワ

ークを確保するため、

人にやさしい歴史性や

自然を生かした魅力あ

る歩行者空間の整備を

進めます。

●「中心市街地整備活性

化法」に基づき、空き

店舗の活用などソフト

事業を総合的に推進す

るタウンマネージメン

ト機関（ＴＭＯ）（※）

の設立を支援し、商店

街の近代化事業を推進

します。

●特定優良賃貸住宅促進

事業制度や、各種住宅

に関する融資制度の紹

介やあっ旋をすること

により、共同建て替え

を促進し、老朽住宅の

改善などを進め、中心

市街地に若年層の定住

者を増やし、活力を取

り戻します。

※タウンマネージメント機関　
（ＴＭＯ）
さまざまな主体が参加し、まちの運営を横断的、総合的に調整し、

管理する機関。国の制度としては、株主の3分の2以上が中小小売業者
などである場合など、一定の条件を満たす第三セクター、商工会、商
工会議所を想定している。

既存商店街の
活性化の推進

5
中心市街地の
定住促進

6

※アメニティ
快適な環境ないしは魅力のあ

る環境を意味し、19世紀後半
にイギリスにおいて環境行政や
都市計画の分野で提唱されるよ
うなった思想。

●関連データ　P１８４
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市街地整備市街地整備

5・25・2
快適な生活環境を確保し、機能的でうるおいのある市街

地の形成を図ることは重要な課題です。

市街地には、まだまだ多くの都市的未利用地、住居・工
場などの混在地域、基盤未整備な密集市街地などがあり、
これらの解消を図ることが必要です。

基盤整備の主をなす土地区画整理事業については、現在、
市施行で5事業を行っており、早期の完成に向けて事業進
捗を図るとともに、市民主導による、新たな整備手法につ
いても検討していく必要があります。

1
現
況
と
課
題

1
現
況
と
課
題

課　題
以上のことから
「市街地整備」の課題は、
次の6点です。

密集市街地の整備

●細い街路の拡幅整備、

共同建て替え、ポケッ

トパークの整備などを

実施し、密集市街地の

防災性の向上を図りつ

つ、景観や特性の保全

をしていきます。

住工混在地の整備

●土地区画整理事業の活

用をはじめ、一体的な

面的整備手法を確立

し、用地の確保に努め、

計画的に誘致・誘導を

図ります

●遊休地などを活用して、

緑化に努め、生活環境

の改善を図ります。

施行中土地区画整理事業
の早期完成

●現在施行中の事業を早

期完了させることに重

点を置き、秩序ある市

街地の形成を図りま

す。

市民主導の整備手法の確立

「1・1 市民参加・市民

活動」Ｐ６０参照

新規事業の推進

●市民主導のまちづくり

を目指した、新たな土

地区画整理事業の着手

検討を進めます。

密集市街地、住工混在地などの整備

3
計
画
の
体
系

3
計
画
の
体
系

1
面的整備の推進

2

4
計
　
画

4
計
　
画

1 2 3 4 5 6

ア イ ア イ ウ ア イ

市街地整備

ア イ ア イ

ウ



良好な生活環境の確保とバリ
アフリーを進め、秩序とうるお
いのある人にやさしい市街地形
成を目指します。

2
目
　
標

2
目
　
標
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q無秩序な市街化の防止と住工混在地、密集市街地の整備を推進すること
w面的な整備を推進すること
e歴史的価値の高い小牧山とその周辺の整備を推進すること
r鉄道交通の利便性の向上に伴う名鉄小牧線の駅前など周辺整備を推進すること
t良好な市街地を確保するため、都市環境の保全を図ること
y歩車共存を目指す道路ネットワークの充実を図ること

本市のシンボル的空間であり歴史的価値の高い小牧山を
中心に、うるおいのあるまちづくりの整備を検討する必要
があります。

一方、名鉄小牧線は上飯田連絡線開通により乗降客の増加
が見込まれ、それに対応できる各駅周辺の整備が必要です。

基盤整備済地区についても、放置すれば生活環境の悪化
が懸念されるため、良好な市街地を保全し、快適な生活環
境を確保していくことが大切です。

幹線として計画決定された道路においては、いまだ未整
備道路もあり、歩車共存を目指した道路ネットワークの形
成が望まれています。

「4・9 小牧山」

P１７０参照

ア
●上飯田連絡線開通によ

り増加が見込まれる乗

降客の利便性を高める

ため、市内各駅の周辺

整備を行い、駅前広場

の設置を図ります。

●基盤整備済地域につい

ては、良好な市街地形

成が図れるよう、地区

計画制度、建築協定、

まちづくり協定、環境

協定など、地域の自主

的なまちづくり意欲を

引き出す手法の活用を

働きかけます。

計画道路の早期事業化

●都市計画道路などの現

実に即した早期の事業

着工により、道路ネッ

トワークの充実を図り

ます。

歩行者と車の
共存を目指す道路計画

●車優先のまちでなく、

歩行者が散策なども楽

しめる道路を整備する

ことにより、人にやさ

しいまちづくりを目指

します。

小牧山周辺整備

3
名鉄小牧線の
駅前整備の推進

4
良好な市街地形成

5
市街地道路

ネットワークの整備

6

イ

●関連データ　P１８５
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■市街地再開発事業

小牧三丁目地区�
市街地再開発事業�

歩専1号線　　小牧駅→�

小牧駅西線�

小牧三丁目1号線�

ポケットパーク�

上
之
町
線
�

浦
田
駐
車
場�

ラピオ�
まなび創造館�

小牧駅前線�

地区計画による街づくり�

高度利用地区�

再開発促進区域�

N

5・1
中心市街地整備

●関連データ●

小牧駅周辺の環境は、土地区画整理事業

により一新されましたが、中心市街地には

相対的に老朽建物が密集しており、防災上

の危険が高まっています。また、モータリ

ゼーションヘの対応の遅れ、更には商業機

能の衰退、居住機能の停滞などの問題を抱

えています。こうした状況の中、B街区で

は、土地の高度利用と都市機能の更新を図

ることを目的に、市街地再開発ビル（ラピ

オ）が平成7年（１９９５年）にオープンしま

した。この事業により商業核を生みだすと

ともに公共公益施設の充実を図り、市民が

集うことのできる楽しいまちづくりを進め

てきました。

また、市街地再開発ビル（ラピオ）に隣

接する小牧三丁目地区において、個人施行

の再開発事業が、平成１３年度（２００１年度）

末の完成を目指し施行中です。

小牧三丁目地区市街地再開発事業イメージ図
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■土地区画整理事業

5・2
市街地整備

●関連データ●

施工済�

大山�

駅東�

久保一色第二�

久保一色�

小松寺�

文津�

観音堂�
小牧原北屋敷�

岩崎山前�

山北�
中部� 中部�

川西�

小木�

東原�

市之久田�

小
牧
南�

小牧�

桜
井�

施工中�
市街化区域界�

N

土地区画整理事業は、換地という手法で

宅地の利用増進と公共施設の整備、改善を

図る面的整備事業です。本市は東名・名神

高速道路及び中央自動車道の結節点という

地の利があり、陸上交通と内陸工業の拠点

としての立地条件を備えています。そのた

め、道路をはじめとする公共施設の整備・

改善が急がれ、また健全な市街地の形成を

目指して、現在市街化区域面積２８４８haの

約１５％にあたる１２地区約４３６haが、市

及び組合施行によって施行済です。また、

現在6地区約２６６haが施行中です。

（平成１１年１１月1日現在）
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交通網整備交通網整備

5・35・3
都市間における車・人の安全かつスムーズな流れを確保す
るとともに、車を持たない人々が快適で便利に移動できるよ
うにするため、交通網の整備は重要な課題です。

市民意向調査の結果によると、公共交通に対して５割近く
の市民が「名古屋都心部までの不便さ」「高料金、バス路線
の少なさ」「駅・バス停までの距離の遠さ」を指摘していま
す。

上飯田連絡線の開通と小牧駅以南の複線化によって、名鉄
小牧線の輸送力と利便性が飛躍的に高まります。更に、名古
屋都心部への直接乗入れの実現が望まれます。

ピーチライナーは、利用客が伸び悩み、経営状態が悪化し
ています。また2期線（桃花台東～高蔵寺間）が計画されて
いますが、その実現には相当の期間を要します。

1
現
況
と
課
題

1
現
況
と
課
題

課　題
以上の点から
「交通網整備」の課題は、
次の7点です。

●名鉄小牧線の全線複線

化、運行本数の増加、

車両の増強などを関係

機関へ働きかけます。

●名鉄小牧線の一層の利

便性向上に向けて、地

下鉄上飯田線の金山駅

までの早期建設ととも

に、中部国際空港への

交通アクセスの確保を

関係機関へ働きかけま

す。

駅施設などの環境整備

●利用の向上と快適な利

用を目指し、主要な駅

にエスカレーターを設

置するなど、設備の充

実を働きかけます。

利用拡大と路線の延伸

●ピーチライナーの需要

喚起のため、沿線開発

を積極的に推進すると

ともに、ＪＲ高蔵寺駅

までの延伸の実現を関

係機関へ働きかけま

す。

●路線バスの維持存続を

要請していくことはも

ちろん、バス走行環境

の整備や交通機関相互

の結びつきを強化する

など、巡回バスを含め

たバスの利便性向上を

図ります。

生活道路の再整備

●歩車道分離、歩道の切

下げ、点字ブロックの

設置など人にやさしい

生活道路（バリアフリ

ー環境）の計画的な整

備を進めます。

●土地区画整理事業など

の推進により未改良道

路の解消を図ります。

名鉄小牧線の
利便性の向上

3
計
画
の
体
系

3
計
画
の
体
系

1
ピーチライナーの
拡充と利用促進

2
バス路線の充実

3
安全で快適な人にやさしい
生活道路などの計画的整備

4

4
計
　
画

4
計
　
画

2 3 4 5 6 7

ア イ ア イ

交通網整備

ア

イ

ア

1



道路、公共交通、自転車、歩
行者などの分野において、安全
で、便利・快適な交通環境の形
成を目指します。

2
目
　
標

2
目
　
標
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q名鉄小牧線の利便性を高めること
wピーチライナーの利用促進・拡充を図ること
eバス路線の維持と巡回バスの充実を図ること
r安全で快適な人にやさしい生活道路の計画的整備を推進すること
t主要幹線道路の整備を図ること
y団地や駅周辺における違法駐車を防止すること
uバス停や駅周辺に自転車駐車場を整備し放置を防止すること

モータリゼーションの進展によるバス利用者の減
少などから路線バスの経営が悪化し、運行の維持が
難しくなってきています。更に平成１３年度（２００１
年度）までには、乗合バス事業における需給調整規
制が廃止されることになっており、バス路線の撤退
も懸念されます。今後は、バスの走行環境の整備、
交通機関相互の結びつきの強化に努め、バスの利便
性の向上を図ることが必要です。

高齢者や子どもなどの交通手段を確保するため、
平成１０年度（１９９８年度）から巡回バスが運行され
ています。今後も名鉄小牧線やピーチライナー、市
内各施設との有機的な結びつきを図りながら、交通
空白地域の交通手段として、更に効果的な運行が望
まれています。

自動車の交通量が増大する中で、歩行者や自転車
が安全で快適に通行できる、生活環境に配慮した人
にやさしい生活道路の再整備を進めることが必要で
す。

更には、道路混雑の解消や安全走行の確保を図る
ため、主要幹線道路の早期整備が求められています。

交通の拠点となる駅や公共施設の周辺では、違法
駐車や自転車の放置が跡を絶たず、交通事故や交通
環境の悪化の原因になっています。円滑な交通を阻
害する違法駐車の防止と、自転車の放置に対処する
必要があります。

道路施設の整備

●道路パトロールや道路

補修体制の強化に努

め、ガードレールの設

置、交差点改良など安

全な通行ができるよう

施設整備を図ります。

●老朽橋や耐震性など安

全性に劣る橋りょうの

架け替え、幅員が狭小

で危険な橋りょうの拡

幅を進めます。

イ
●国・県・関係市町と協

力して未整備な都市計

画道路の早期整備を推

進します。

●都市計画道路一宮春日

井線と名鉄小牧線の立

体交差事業を推進しま

す。

「1・3 地域環境」

P６４参照

●鉄道駅などに集中する

自転車交通に対応する

ため、自転車駐車場の

整備・促進を図りなが

ら、サイクルアンドラ

イド（※）を促進します。

主要幹線道路
などの整備

5
違法駐車の防止

6
自転車駐車場の整備

7

※サイクルアンドライド
通勤･通学などの交通において
公共交通機関を利用する場合に、
最寄り駅あるいは停留所まで自
転車を利用して乗り継ぐ方式。

●関連データ　P１８８
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街路灯・防犯灯が少なく危険である�

道幅がせまい�

路上駐車が多く通りにくい�

歩道と車道が区別されておらず危険である�

交通量が多く渋滞や騒音がひどい�

歩道が狭かったり、段差があって通りにくい�

安全施設が少なく危険である�

特に不満は感じていない�

道路がいたんでいる�

街路樹が少なく殺風景である�

道路の水はけが悪い�

横断歩道・信号機などが少なく危険である�

自動販売機や自転車などが路上にはみだし通りにくい�

舗装されておらずほこりっぽい�

踏切りが狭い�

その他�
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5・3
交通網整備

●関連データ●

188―基本計画

■交通施設（道路・都市高速鉄道・駐車場）

1
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2920 14

8
31
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33
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39 25

6

4
7

22

24
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26

東名高速道路�

都市高速鉄道�
新交通システム�
桃花台線�

中
央
自
動
車
道�

都市高速鉄道�
名古屋鉄道小牧線�

小牧駅�
地下駐車場�

名神高速道路�

名
濃
道
路�

小牧駅北�
自転車駐車場�

N

●市民意向調査から 周辺の道路環境

1 1・3・ 1 名濃道路　　　　
2 3・2・ 6 国道41号　　　　
3 3・2・２３　 北尾張中央道　　　　
4 3・3・２１　 桃花台藤ケ丘線　　　　
5 3・3・２９　 一宮春日井線　　　　
6 3・3・３４　 西洞線　　　　
7 3・3・７９　 小牧東部中央線　　　　
8 3・4・ 7 犬山公園小牧線　　　　
9 3・4・１８　 名古屋犬山線　　　
１０ 3・4・２４　 一宮小牧線　　　
１１ 3・4・２５　 小牧駅前線　　　
１２ 3・4・２７　 北外山入鹿新田西之島線　　
１３ 3・4・２８　 桜井線　　　
１４ 3・4・３０　 北外山文津線　　　
１５ 3・4・３１　 春日井犬山線　　　
１６ 3・4・３６　 北島藤島線　　
１７ 3・4・３７　 萩原多気線
１８ 3・4・４９ 藤島舟津線　
１９ 3・4・６２ 小牧駅東線　　　
２０ 3・4・６３ 入鹿出新田小牧線　　　
２１ 3・4・７０ 小牧駅西線　　
２２ 3・5・２０ 大口桃花台線　　　
２３ 3・5・２２ 江南池之内線　　　
２４ 3・5・３２ 明治村桃花台線　　　
２５ 3・5・３３ 桃花台鳥居松線　　　
２６ 3・5・３５ 角田吉原線　
２７ 3・5・４８ 一宮舟津線　　　
２８ 3・5・６４ 二重掘北外山入鹿新田線　　
２９ 3・5・６５ 小牧駅北環状線　　　
３０ 3・5・６６ 小牧駅北線　　　
３１ 3・5・７１ 岩崎小牧原新田線　　　
３２ 3・5・７２ 文津循環1号線　　　
３３ 3・5・７３ 文津循環2号線　　　
３４ 3・5・７６ 外山中央線　　　
３５ 3・5・７７ 北外山掛割線
３６ 7・5・ 1 上之町線
３７ 8・4・ 1 歩専1号線
３８ 8・7・ 3 歩専3号線
３９ 9・7・ 1 桃花台線

名　　　称
種別　　　 No        番号　 路 線 名

自動車専用道路

幹線街路

区画街路
歩行者、自転車、
又は歩行者及び
自転車専用道

都市モノレール
専用道等

平成１１年4月1日現在
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■ピーチライナーの利用者数の推移
（駅別乗降客数）

■名鉄小牧線の利用者数の推移（駅別乗降客数）

交
通
網
整
備
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名古屋都心部まで不便である�

料金が高い�

バスの路線が少ない�

公共交通機関をあまり利用しないのでわからない�

周辺のまちへ行くバスの便が悪い�

駅、バス停までの距離が遠い�

昼間のバスの本数が少ない�

朝夕のラッシュ時の混雑がひどい�

電車、ピーチライナー、バスの連絡が悪い�

市内の最寄りの駅に駐車場が少ない�

バスの始発が遅い（最終が早い）�

駅に駅前広場がないなど不便である�

昼間の電車、ピーチライナーの本数が少ない�

電車、ピーチライナーの始発が遅い（最終が早い）�

市内の最寄りの駅に自転車置き場が少ない�

駅のタクシーが少ない�

特に不満は感じていない�

その他�
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小
牧
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全
体
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（
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）�

小牧線全体�

●市民意向調査から 小牧市の公共交通機関について

資料：桃花台新交通（株）

資料：名古屋鉄道（株）
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情報通信情報通信

5・45・4
近年の高度情報通信社会における市民生活の向上のため

には、情報ネットワークの基盤整備、ソフト面での活用が
急がれ、情報通信教育も含めた市民参加型の地域情報通信
社会の推進と高度情報通信システムの確立が必要です。

CATV、WAN（※）、LAN（※）など情報通信基盤の整備、
またISDN（※）、専用回線など、利用のための基盤・機器
整備は、本市においてはまだまだ始まったばかりですが、
まずこれらの基盤整備が急がれます。

1
現
況
と
課
題

1
現
況
と
課
題

課　題
以上の点から
「情報通信」の課題は、
次の1点です。

情報通信基盤の整備

●CATV網･WAN･LAN

ネットワーク網の整備

を促進・支援し、地域

情報通信社会の基盤整

備を推進します。

情報通信基盤の活用

●総合窓口によるワンス

トップサービス(※)、

双方向通信による在宅

介護、在宅学習など、

多機能にわたる高度な

行政サービスを提供す

る情報システムを確立

します。

CATVの充実と加入促進

●CATV会社に魅力的な

番組を製作するよう要

請します。

●CATVの大容量回線を

生かし、インターネッ

トなど魅力的なサービ

スが提供できるよう働

きかけ、合わせて加入

促進を図ります。

庁内情報化の推進

「6・3 行政の効率化」

Ｐ２１６参照

情報通信基盤整備･活用の推進

3
計
画
の
体
系

3
計
画
の
体
系

1

4
計
　
画

4
計
　
画

1

ア イ ウ エ

情報通信

ア イ ウ エ

※ＷＡＮ（Ｗide Ａrea Ｎetwork）
ワイドエリアネットワーク。広域ネットワーク。

※ＬＡＮ（Ｌocal Ａrea Ｎetwork）
ローカルエリアネットワーク。同一建物内、あるいは同一敷地内の

比較的狭い地域の各種コンピューターを結ぶ構内ネットワーク。

※ＩＳＤＮ（Ｉntegrated Ｓervices Ｄigital Ｎetwork）
統合サービスデジタル網。またはサービス統合デジタル網。電話、

電信、テレックス、データ、ファクシミリ、ビデオテックスなど、性
格が異なるサービスを総合的に取り扱うデジタル統合網のこと。

※ワンストップサービス
あちこち歩き回らずに１つの場所で、必要な用件を済ますことがで

きること。サービス産業における重要なキーワード。



市民参加型の地域情報通信社会
を推進し、多様化、高度化する市
民ニーズに対応した高度情報通信
システムの確立を図ります。

2
目
　
標

2
目
　
標
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q情報通信基盤整備・活用の一層の推進を図ること

こうした情報基盤の整備を行う一方、同時にソフト面に
おける情報システムの確立が必要ですが、本市においては、
対外的にも、行政内部的にも初期的な段階であり、今後積
極的に推進する必要があります。



192―基本計画

農　業農　業

5・55・5
都市化に伴う農地の宅地化とともに、耕作放棄などによ

る農地の荒廃化が進み、周辺に対する環境問題も懸念され
ます。また、土地利用型農業を中心に展開してきた本市の
農業は、営農条件の低下により産業的展開が厳しい状況に
あります。更に、農地のかい廃が進むことにより、水田が
持つ洪水防止機能の低下や緑の減少を招き、自然災害時な
どには大きな被害につながります。

農作業の受委託は、作業の効率化のため大型機械が使わ
れます。そのため、大規模なほ場が求められますが、現状
では農地の集積は厳しい状況にあります。

本市は、米作を中心に農業が展開されていますが、その
ほとんどが第2種兼業農家です。また、安定した農業経営
が難しいため、後継者不足により農業従事者の高齢化が進
んでいます。

1
現
況
と
課
題

1
現
況
と
課
題

課　題
以上の点から
「農業」の課題は、
次の6点です。

優良農用地の保全

●農用地区域の農地を中

心として、農地転用の

厳格な審査と流動化の

推進により、優良農用

地の確保に努めます。

遊休農地・耕作放棄地
などの有効活用

●市、農協及び農家が一

体的に取り組み、農業

生産法人などへの利用

集積や市民農園に活用

し、農地の荒廃化防止

を図ります。

安心できる農地の貸し借り

●農地保有合理化法人と

協力し、利用権設定が

安心してできるように

します。

農地銀行活動の
啓発と推進

●農業を縮小したい人、

やめたい人の農地を、

農業を拡大したい人に

貸したり、売ったりす

る農地銀行活動を推進

します。

農地の利用集積

●優良農用地を認定農業

者や認定志向農業者な

どに利用集積します。

農用地の保全

3
計
画
の
体
系

3
計
画
の
体
系

1
農地流動化の促進

2

4
計
　
画

4
計
　
画

1 2 3 4 5 6

ア イ ア イ ウ ア イ

農　業

ア イ ア イ

ウ



「農地」と「担い手」の一体
的な取り組み強化を図り、効率
的な農業を目指すとともに、水
田が持つ自然の遊水池として災
害防止機能の確保と、自然志向
に応えた自然環境に配慮した農
業を展開します。

2
目
　
標

2
目
　
標
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q農用地の保全・確保を図ること

w農地の流動化を促進すること

e効率的で安定した農業経営の促進を図ること

r花き生産の振興を図ること

t農家と都市住民の交流の場を提供すること

y農業用水と生活排水などとの分離を図ること

主な農業形態としては、土地利用型農業では稲作が最も
多く、ほかに野菜をはじめ桃、柿、ぶどう、梨などがあり
ます。一方、施設型農業では養鶏などがあります。

市民との交流は、市内数か所の農産物直売所で行われ、
また、農業祭や市民まつりなどイベント時の農産物販売に
より交流を図っていますが十分ではありません。

本市では、農業公園基本計画の見直しを行い、野口地区に
おいて花をテーマにした農業公園建設計画を進めています。

都市化による農業用水の汚濁、宅地化による混在化が進
み、生産効率の低下など農業環境が悪化しています。また、
市街化調整区域における集落を中心とした生活環境の整備
が遅れています。

農業経営の
合理化･規模拡大への支援

●認定農業者などが行う

規模拡大に必要な融資

への助成を行います。

法人組織の育成

●農業生産法人など法人

組織育成の助成をし

ます。

ア
●公共施設を中心とした

花のあふれるまちづく

りに貢献し、生産性の

向上に努める施設など

に助成します。

「2・１３　公園・緑地」

P１１４参照

●農業用水への生活排水

流入を防ぐため、用排

水路分離の整備を推進

します。

●農業集落排水事業を進

め、生活環境の改善を

図ります。

農業用水と
生活排水などとの分離

6
効率的・安定的な
農業経営の促進

3
花き生産の振興

4
農業公園の整備推進

5

イ

●関連データ　P１９６



194―基本計画

商　業商　業

5・65・6
消費者ニーズの多様化・個性化、大型店の進出、郊外型

専門店・ＤＩＹ（※）店の台頭、コンビニエンスストアの
増加、経営者の高齢化・後継者不足、経営の近代化の遅れ
などにより、地域中小小売業や商店街が衰退し、商店街の
活性化がまちづくりにとって重要な課題となっています。

大型店は、集客力を高めるためにますます大型化・複合
化し、地域間競争が激化しており、こうした商業環境の変
化に対応できる個性的で魅力ある商店街の形成が求められ
ています。

郊外の幹線道路沿線の商業地は、車での来訪の利便性に
優れており、多種多様な商店が立ち並んでいます。今後も、
地域密着型の便利で魅力的な商店街づくりを促進する必要
があります。

1
現
況
と
課
題

1
現
況
と
課
題

課　題
以上の点から
「商業」の課題は、
次の4点です。

※ＤＩＹ（Ｄo Ｉt Ｙourself）
「自分でやってみよう」という意味の合言葉。日曜大工から衣食住全般まで自分の手による創作活動をいう。

魅力ある商店街づくり

●商店街振興組合などが

主体となって行う、カ

ラー舗装、休憩スペー

ス、共同駐車場などの

整備を支援します。

まちなみ景観の形成

●街路の歩行空間の整

備、段差がなく安全で

歩き回りやすい街路を

整備するとともに、花

と緑のあるまちなみ景

観の整備を支援しま

す。

●主な幹線道路の沿線

に、車の利便性を生か

した沿道サービス業の

立地誘導を図ります。

経営者の人材育成と
経営指導の充実

●商工会議所における、

経営相談・指導・各種

研修会を通じ、経営

者・後継者の意識向上

と商業の活性化、安定

化を推進します。

●店舗設備の近代化、経

営の安定化を図るた

め、各種融資制度の充

実を図ります。

商店街の基盤整備

3
計
画
の
体
系

3
計
画
の
体
系

1
商業立地環境の整備

2
経営の近代化

3

4
計
　
画

4
計
　
画

1 2 3 4

ア イ ア イ

商　業

ア イ ア



まちづくりと一体化した商業
基盤の整備を進め、消費者ニー
ズに対応した個性と魅力ある商
店街の整備と経営の近代化を推
進します。

2
目
　
標

2
目
　
標
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qにぎわいと魅力ある商店街の整備を推進すること

w新たな商業拠点の形成を誘導すること

e消費者ニーズにあった商業経営の近代化を進めること

r商店経営者の組織強化と商店街活動の強化を図ること

商店街の競争力を高めるためには、顧客のニーズを先取
りする魅力ある店舗の育成と、経営の近代化の促進を図る
必要があります。

商店街振興のために、若手商業者が担い手となる組織づく
りや地域主導の組織づくりを図っていく必要があります。

これからの商店街整備は、商業機能の整備、買物空間と
しての快適な環境整備だけではなく、商店街を含む地域全
体の魅力づくりが重要です。そのためには、商業者はもち
ろん、地域住民や企業・行政が一体となった取り組みが求
められます。

イ
●商工会議所と協力し、

商店街の組織的対応の

重要性を啓発し、商店

経営者の組織強化を支

援します。

●商店街の空き店舗を活

用した事業展開やモデ

ル事業・共同事業を支

援するとともに、イベ

ント、祭り、ワークシ

ョップなどにより商店

街活動を強化し、コミ

ュニティ活動の拠点と

しての活動も促進しま

す。

商店経営者の組織強化
と商店街活動の強化

4

情報化の支援

●カード社会に対応でき

るよう商工会議所と協

力して中小小売事業者

の情報化への支援に努

めます。
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工　業工　業

5・75・7
本市の工業は、大都市名古屋の近郊という立地条件や広

域交通の利便性に恵まれ、一般機械業を中心に順調に発展
を遂げてきましたが、近年における景気の低迷により、今
後は一層厳しさを増すと予想されます。

地域経済をより豊かにし、雇用力を高め、地域活性化を
推進していくためには、既存産業の高度化にも資する新規
成長産業の育成・誘導を図るとともに、研究開発機能の立
地誘導を図る必要があります。

地球規模で環境・エネルギー問題が深刻化する中で、ゼ
ロ・エミッションを目指した循環型の生産システムなど、
環境に配慮した企業活動が一層求められるようになってい
ます。

1
現
況
と
課
題

1
現
況
と
課
題

課　題
以上の点から
「工業」の課題は、
次の3点です。

●先端産業・ベンチャー

企業の誘致を図るた

め、情報基盤の整備や、

周辺環境などにも配慮

した工業団地の整備を

積極的に推進します。

先端産業の誘導・誘致

●新たな産業構造に対応

するため、県と協力し、

航空宇宙産業、ファイ

ンセラミックス産業、

バイオテクノロジー産

業、都市型産業などの

先端産業の誘導・誘致

に努めます。

研究開発機能の強化

●「あいち学術研究開発

ゾーン」の一翼を担う

東部丘陵地において、

自然環境と共生した開

発・整備を進め、高度

技術開発力を支える研

究開発部門やソフトウ

ェア開発部門の立地誘

導を図ります。

中小企業の活力支援

●経済活力の源泉であ

る、中小企業の経営の

安定・合理化を進める

ため、融資制度の充実

を図るよう関係機関に

働きかけ、制度の活用

についての啓発に努め

ます。

工業立地のための
基盤整備

3
計
画
の
体
系

3
計
画
の
体
系

1
既存工業の近代化・
高度化の促進

3
先端産業、研究開発機能の誘導・誘致

2

4
計
　
画

4
計
　
画

1 2 3

ア イ ア イ ウ

工　業

ア イ ア



既存産業の高度化を図るとと
もに、環境関連産業など次代を
担う新しい産業の集積や、研究
開発機能の誘導を推進します。

2
目
　
標

2
目
　
標
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q新規工業の立地誘導を図るための基盤整備を推進すること

w雇用力、財政力を高めるため、先端産業、研究開発機能の誘導・誘致を推進すること

e既存工業の近代化・高度化を促進すること

情報関連分野など成長性の高い新たな分野の振興・育成
に向けて、関連企業の誘致や既存分野からの展開の支援を
図るとともに、創造的な新規事業が生まれる条件整備を図
る必要があります。

産業の高度化、世界的な分業体制の進展などから先端産
業、創造的な新技術の開発や新産業の育成が求められてお
り、その基礎となる既存産業、とりわけ中小企業の近代
化・高度化を図る必要があります。

品質ISO、
環境ISOの取得支援

●ISO９０００シリーズや

ISO１４０００シリーズ

（※）の認証取得に対

し、支援を進めます。

イ ウ
人材の育成

●高度な技術、創造性な

どを備えた人材育成を

図るため、雇用・能力

開発機構中部職業能力

開発促進センターをは

じめとした職業能力開

発関係機関の利用促進

を図ります。

※ＩＳＯ９０００シリーズ、ＩＳＯ１４０００シリーズ
ＩＳＯ（国際標準化機構）が定めた規格。ＩＳＯ９０００シリーズが

「品質管理及び品質保証に関する一連の国際規格」、ＩＳＯ１４０００シリ
ーズが「環境マネジメントシステム・環境監査に関する国際規格」で
ある。

●関連データ　P２００
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5・7
工業

●関連データ●

資料：小牧市の工業
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物　流物　流

5・85・8 物流は、産業生産、商品販売を促進するうえで重要な機
能です。本市は、東名・名神高速道路及び中央自動車道の
結節点としての地の利を生かし、昭和４１年に県企業庁に
よりトラックターミナルが建設され、約３０社もの物流関
係企業による内陸の物流基地を形成しています。

名濃道路の開通により、本市の物流拠点としての優位性
の向上が期待される一方、第二東名・名神高速道路などの
建設による優位性の低下も懸念されます。引き続き本市の
物流拠点機能を維持・発展するためには、新たな物流拠点
の開発が必要であり、東部地区開発基本計画などに基づく
物流拠点の整備を早急に進める必要があります。

1
現
況
と
課
題

1
現
況
と
課
題

課　題
以上の点から
「物流」の課題は、
次の2点です。

●物流ニーズの対応や新

たな体制づくりのた

め、本市東部地区や空

港周辺地区において物

流拠点の整備を推進し

ます。

自動車専用道路の
建設促進

●名濃道路・東海北陸自

動車道などの建設促

進を関係機関に働き

かけます。

主要幹線道路の整備

●物流機能を高めるた

め、一宮春日井線など

の市内の主要幹線道路

の重点的な整備を進め

ます。

物流拠点の整備

3
計
画
の
体
系

3
計
画
の
体
系

1
物流機能の条件整備

2

4
計
　
画

4
計
　
画

21

ア イ

物　流

ア イ



東部地区開発基本計画内の物
流拠点などの整備を促進すると
ともに、市内主要幹線道路の整
備を進めます。

2
目
　
標

2
目
　
標
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q交通条件の利便性を生かし、新たな物流拠点整備を図ること

w物流機能を高めるための道路整備を進めること

市内の主要幹線道路については、約１１６.２Km（平成１０
年（１９９８年）現在）が都市計画道路として決定され、順次
整備が進められています。名濃道路や東海北陸自動車道路
の開通による高速道路ネットワークの充実に合わせた主要
幹線道路の計画的整備が求められています。

トラックターミナル
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名古屋空港名古屋空港

5・95・9
人、モノ、情報の交流を活発にすることが、地域の活性

を高める基本となると考えられ、地球規模での交流の活性
化のため国際空港の整備・充実が重要であると言われてい
ます。

名古屋空港は、旅客機、小型機、自衛隊機など多様な航
空機が利用しており、２１世紀初頭には容量が限界に達す
ると予測されています。また、滑走路の延長や２４時間利
用に対応できず、十分な国際空港機能を支えることができ
ない状況です。

第7次空港整備五箇年計画では、中部国際空港を、定期
航空路線一元化を前提に、国際・国内航空輸送の拠点空港
とする計画方針が示され、平成１７年（２００５年）開港に向
けて建設が進められています。

1
現
況
と
課
題

1
現
況
と
課
題

課　題
以上の点から
「名古屋空港」の課題は、
次の5点です。

●定期航空路線一元化に

伴う、さまざまな負の

影響が回避できるよう

な新たな振興策の実施

を国・県に要望しま

す。

●空港機能の変革を見据

え、適正な土地利用計

画のもと、都市交通体

系の優位性を備えた空

港周辺地域の整備を図

ります。

●定期航空路線一元化に

伴う財政への影響を回

避するための支援を

国･県に働きかけます。

●空港機能の変革に伴

い、航空自衛隊小牧基

地の拡張及び現状の基

地機能が強化されない

よう国に働きかけま

す。

「5・3 交通網整備」

P１８６参照

新空港開港後の
新たな振興策の実施

3
計
画
の
体
系

3
計
画
の
体
系

1
定期航空路線一元化に
伴う財政への影響の回避

2
空港機能の変革に伴う
自衛隊機能強化の防止

3
新空港への
利便性の向上

4

4
計
　
画

4
計
　
画

1 2 3 4 5

名古屋空港



新空港への定期航空路線一元
化による負の影響をできる限り
回避するため、新たなまちづく
りへの対応を関係機関に強く要
望します。

2
目
　
標

2
目
　
標
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q空港周辺地域の土地利用計画の再編及び基盤整備を進めること

w定期航空路線一元化に伴う財政への影響を回避すること

e空港機能の変革に伴う自衛隊機能強化を防止すること

r新空港への利便性の向上を図ること

tゼネラル・アビエーション空港としての機能を生かしたまちづくりを進めること

しかしながら、定期航空路線一元化は、雇用、経済、財
政、まちづくりに対して負の影響を及ぼすとともに、後に
残された航空自衛隊小牧基地の拡張への懸念や、これまで
名古屋空港と共に歩んできた歴史的経緯に対する市民の思
い、更には「空港のあるまち」としてまちづくりを進めて
きた経緯から、本市としては、定期航空路線の存続を要望
してきました。

県においても、定期航空路線一元化が空港周辺市町に及
ぼす影響の大きさから、周辺市町などとともに名古屋空港
将来構想検討会議を設け、その中で、一元化を前提にゼネ
ラル・アビエーション（※）を中心とする空港の活用方策
と、周辺地域の振興方策についての基本構想（「名古屋空
港の活用及び周辺地域振興基本構想」）が策定されました。

●「名古屋空港の活用及

び周辺地域振興基本構

想」に基づき、ゼネラ

ル・アビエーション空

港機能の充実と結びつ

いた本市の活性化の推

進を国・県に働きかけ

ます。

※ゼネラル・アビエーション（ＧＡ）
定期便を除くすべての民間航空活動の総称。

ゼネラル・アビエーション
空港機能を生かしたまちづくり

5

空港活用のイメージスケッチ図

名古屋空港

●関連データ　P２０８
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東部地区整備東部地区整備

5・105・10 東部丘陵地区は「あいち学術研究開発ゾーン」の北の拠点
として、開発整備を誘導していく地域と位置付けられており、
それに基づき本市は東部開発基本計画を策定しました。

しかし、昨今の社会情勢の変化や、環境保全の気運の高
まりなどを受け、平成9年度（１９９７年度）に東部地区開
発基本計画の見直しを行いました。その開発整備方針では、
市街化促進から保全活用まで3つの基本的なゾーン（都市
的利用ゾーン、田園的利用ゾーン、自然環境活用ゾーン）
を設定するとともに、循環型の社会システムの構築、環境
負荷の小さな省資源型の地域づくりを目指しています。

新しいまちづくりでは、生活、産業、文化、レクリエー
ション機能が一体化した高次産業文化都市が望まれていま
す。既に本市には一般機械業を中心とした多くの産業が立
地していますが、こうした産業の高度化支援や新規分野へ
のシフト支援を図るとともに、航空宇宙産業の拠点として
の機能を高め、名古屋圏の産業技術の中枢圏域の一翼を担
う地域としてこの東部地区の開発誘導を進めていく必要が
あります。

1
現
況
と
課
題

1
現
況
と
課
題

課　題
以上の点から
「東部地区整備」の課題は、
次の4点です。

先端技術型産業機能の育成

●生活機能、文化、レク

リエーション機能と研

究開発機能の複合化、

ネットワーク化を図

り、生活、文化、産業

の情報発信基地として

の役割を担ったまちづ

くりを進めます。

研究開発型産業へのシフト

●航空宇宙産業、ファイ

ンセラミックスなどの

既存の産業集積を生か

しつつ、先端技術型や

研究開発型企業などの

立地誘導を進めます。

物流機能の拡充

●立地特性を生かし、物

流機能の配置を進め

ます。

試験研究機関の誘致

●国などの試験研究機関

や大学の誘致を進め

ます。

高次都市機能の集積

3
計
画
の
体
系

3
計
画
の
体
系

1

4
計
　
画

4
計
　
画

1 2 3 4

ア イ ウ エ ア イ

東部地区整備

ア イ ウ エ



新しい土地利用計画に基づき、
「住」「働」「裕」それぞれの生活
の場を具体的に考え、バランス
のとれた緑豊かな都市基盤整備
を図ります。

2
目
　
標

2
目
　
標
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q高次都市機能の集積を進めること

w田園環境の保全と活用を進めること

e自然を生かしたレクリエーションゾーンの整備・充実を図ること

r緑と調和した交通基盤整備の推進を図ること

良好な田園地帯の無秩序な開発を抑制しながら、多くの
市民が、身近な自然とふれあいながら生活できる空間とし
て、整備を進める必要があります。

余暇時間の増大や家族単位のレクリエーション活動の進
展、ＲＶ車の普及などを背景に、自然環境や文化歴史を生
かした手軽に楽しめるレクリエーション空間の提供が求め
られています。

東部地区の整備を進めるうえで、公共交通機関の拡充が
必要となってきますが、ピーチライナーの利用者が伸び悩
んでいることから、2期線整備計画が遅れており、利用増
進を図るためにも沿線開発を進める必要があります。

周辺の道路は、道幅が狭く渋滞を起こすなどの問題を多く
抱えており、解消を図っていく必要があります。こうした整
備を進める中にも、自然と共生したまちづくりを考慮し、東
部地区の自然を残しつつ整備を進めなければなりません。

●現在の良好な集落と農

地を有効に利用した田

園環境の保全ととも

に、緑道整備や市民四

季の森、農業公園など

田園環境と市民との接

点の整備を進めます。

ア イ
●東部丘陵一帯に残され

ている自然や歴史を生

かした手軽に楽しめる

施設の整備により、広

域的な日帰りレクリエ

ーションの場として提

供します。

新交通システム
桃花台2期線の整備

●新交通システム桃花台

2期線の沿線に都市的

な機能を配置整備を進

め、2期線が早期に実

現できるよう関係機関

に強く働きかけていき

ます。

幹線道路網の整備

●小牧東インターチェン

ジや春日井インターチ

ェンジへの交通利便の

良さを更に生かすた

め、北尾張中央道や小

牧東部中央線などの幹

線道路網の整備を積極

的に進めるよう国・県

へ強く働きかけていき

ます。

田園環境の
保全・活用

2
自然を生かした

レクリエーションゾーンの整備・充実

3
緑と調和した交通基盤の整備

4

●関連データ　P２０９
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5・9
名古屋空港

●関連データ●

名古屋空港の活用及び周辺地域振興基本構想のあらまし（愛知県）より

■名古屋空港の活用及び
周辺地域振興基本構想
（空港の活用部分）
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5・10
東部地区整備

●関連データ●

自然環境活用ゾーン�

田園的利用ゾーン�

都市的利用ゾーン�

田園的利用ゾーン�

N

小牧市東部地区開発基本計画
背景

●経済状況の変化
●産業構造の変化
●環境保全の気運の高まり
●将来人口フレームの変化

意向調査・現況調査
にみる課題

●自然環境との調和
●公共交通機関の利便性の向上
●開発に対する地区間の差異の解消
●施設の充実

生活機能、文化・レクリエーショ
ン機能及び研究開発機能の3つの機
能のネットワーク化、新しい小牧市
のイメージの創出、生活・文化・産
業に関する情報発信基地としての基
本路線を踏襲する中で、市民のくら
しを中心に据えた「豊かなくらし」
を基本コンセプトとします。
このコンセプトは、物質的な豊か

さだけでなく、心の豊かさを追求し、
生活のすべての側面において豊かさ
を感じられる、バランスのとれた環
境形成を目的とするもので、産業分
野では、ゼロ・エミッションを目指
していきます。

開発を集約化する部分と景観を保全する部分を明確化し、めりはりのある土地利用を図るため3
つのゾーンに大別し、開発整備方針を設定します。
●都市的利用ゾーン
小牧市と春日井市の市街地を結ぶ軸上を中心に都市的機能を集約し、市民の利便性向上と
ピーチライナー利用客の確保を目指します。
●田園的利用ゾーン
無秩序な開発を抑制し、良好な集落と田園景観を利用して自然環境との調和を目指します。
●自然環境活用ゾーン
自然環境の保全を中心に部分的に自然とふれあう場を整備します。

コ
ン
セ
プ
ト

開発整備方針
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5 にぎわいと活力のあるまちづくり（都市・産業の基盤整備）

基 本 計 画 項 目 主 要 事 務 事 業 ２０００　　　　　２００３　　　　　２００６　　　　　２００９
前期 中期 後期

5・1 中心市街地整備　 q Ａ街区開発事業の推進

w Ｄ街区の整備促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　

rア シンボルロードなどの整備　　　　　　　　　　　　　　

rウ 歩行者ネットワークの整備　　　　　　　　　　　　

t 既存商店街の活性化の推進　　　　　　　　　　　

5・2 市街地整備 wア 施行中土地区画整理事業の早期完成　　　　　　　　　　

r 名鉄小牧線の駅前整備の推進　　　　　　　　　

y 市街地道路ネットワ－クの整備　　　　　　　　　　

5・3 交通網整備　 q 名鉄小牧線の利便性の向上　　　　　　　　　　　　　　　

w ピーチライナーの拡充と利用促進　　　　　　　　　　　

e バス路線の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

rア 生活道路の再整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

u 自転車駐車場の整備　　　　　　　　　　　　　　　

5・4 情報通信　 qイ 情報通信基盤の活用　　　　　　　　　　　　　　

qウ ＣＡＴＶの充実と加入促進　　　　　　　　　　　　　　　

5・5 農業　　 qイ 遊休農地・耕作放棄地などの有効活用　　　　　　　　　

r 花き生産の振興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

y 農業用水と生活排水などとの分離　　　　　　　　　　　

5・6 商業　　 q 商店街の基盤整備　　　　　　　　　　　　　　　

eア 経営者の人材育成と経営指導の充実　　　　　　　　　　　

r 商店経営者の組織強化と商店街活動の強化　　　　　　　　　　

5・7 工業　　　 q 工業立地のための基盤整備　　　　　　　　　　　　　

w 先端産業､研究開発機能の誘導･誘致　　　　　　　　

eイ 品質ＩＳＯ、環境ＩＳＯの取得支援　　　　　　　　　　　

5・8 物流　　 q 物流拠点の整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　

wイ 主要幹線道路の整備　　　　　　　　　　　　　　　　

5・9 名古屋空港　 q 新空港開港後の新たな振興策の実施　　　　　　　　　　　

e 空港機能の変革に伴う自衛隊機能強化の防止　　　　　　　　　

5・１０ 東部地区整備 q 高次都市機能の集積　　　　　　　　　　　　　　　　

w 田園環境の保全・活用　　　　　　　　　　　　　　

e 自然を生かしたレクリエーションゾーンの整備･充実

平成１２年　　平成１５年　　平成１８年　　平成２１年
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